
東伊豆町学校教育環境整備委員会 

次  第 

 

令和８年６月１８日（木） 

午後７：００ ～ 

東伊豆町役場１階 研修室 

 

１ 開  会（事務局） 

 

 

２ 挨  拶  東伊豆町教育長 横山尋司 

 

 

３ 委嘱状交付と委員紹介（自己紹介） 

 

 

４ 会長・副会長の選任と挨拶 

 

 

５ 議  事 （会長） 

 

 （１）東伊豆町における新しい教育の在り方について 

 

① 学校教育環境整備委員会の説明（P1 ～ P2） 

 

② 諮問書の説明（P3） 

 

③ 中学校先行統合論点整理とスケジュール案（P4 ～ P5） 

 

④ これまでの経過と答申内容（P6 ～ P16） 

 

⑤ その他参考資料（P17 ～ P21） 

 

⑥ 意見交換 

 

 

６ 閉  会（事務局）   

 



氏名 選出団体等 備考

1 鈴木  直樹 稲取小学校ＰＴＡ代表（会長）

2 川口  康介 熱川小学校ＰＴＡ代表（会長）

3 髙村  明伯 稲取中学校ＰＴＡ代表（会長）

4 笠井  奈緒 熱川中学校ＰＴＡ代表（会長）

5 山本  英希 中学校長代表（稲取中校長）

6 安田和可子 中学校長代表（熱川中校長）

7 黒田  種樹 区長会代表（会長）

8 内山  國治 区長会代表（副会長）

9 鈴木  元一 学識経験者（元中学校長）

10 荒武  優希 学識経験者（元委員）

令和８年度東伊豆町学校教育環境整備委員名簿
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東伊豆町学校教育環境整備委員会設置規則 

（平成２２年３月２９日教育委員会規則第１号） 
 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

に基づき、東伊豆町立学校教育環境整備の推進に関し、教育委員会の諮問機

関として東伊豆町学校教育環境整備委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育の環境整備に関し必要

事項について調査審議し、その結果を教育委員会に報告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０名以内で組織する。 

２ 委員は、小中学校長、保護者、学識経験を有する者、及び教育長が必要と

認める者の中から教育委員会が委嘱する。 

３ 委員会に会長及び副会長各１名を置く。 

４ 会長及び副会長は委員の互選とする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員の報酬については、東伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費

用弁償に関する条例（昭和４３年東伊豆町条例第１３号）に基づくものとす

る。 

（会長及び副会長の職務） 

第５条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員会は、会長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、

教育委員会が定める。 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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東伊教 第 360 号 

令和８年５月１８日 

東伊豆町学校教育環境整備委員会会長 殿 

東伊豆町教育委員会 

教育長 横 山 尋 司 

  

諮  問  書 

 

 下記の事項について、東伊豆町学校教育環境整備委員会設置規則第２条の規定により、

理由を付して諮問します。 

 

記 

１ 諮問事項 

（１）東伊豆町における町立中学校の規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方に

ついて 

（２）東伊豆町における町立中学校の規模及び配置の適正化に向けた整備等具体的な方

策について 

 

２ 理由 

本町における学校教育環境の整備については、令和６年７月３１日の答申において、町

立幼稚園・小中学校と県立稲取高校が同一敷地内において施設の複合化・共有化を図り、

「幼小中高の一貫性ある教育」を進めることが望ましいとの提言がなされた。また、その

教育を行う場所については、敷地面積や周辺環境を総合的に勘案し、現在の熱川中学校と

することが望ましいとされている。 

現在、町ではこの答申を受け、幼小中高一貫性ある教育校の整備を進めているところで

あるが、一貫性ある教育校の完成を待たずに「中学校の先行統合」を求める声も多くあが

っている。また、令和４年１２月１５日の答申における付帯意見で、「中学校の先行統合」

を選択肢の一つとして検討する必要があると示されている。 

中学校においては、生徒数の減少に伴い、専門教科の教員不足や部活動の維持、多様な

考え方に触れ切磋琢磨する集団規模の確保が困難になるなど、教育環境の維持に喫緊の課

題が生じている。 

このような状況を踏まえ、これからの東伊豆町における中学校教育の充実を図るため、

中学校を統合すべきか否か、統合する場合の場所の選定、および統合にあたって想定され

る課題の洗い出しと必要な整備、施策について、専門的な知見から検討を求めるものであ

る。 

 

３ 期日 

  令和９年２月２６日 
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中学校先行統合論点整理 

 

論点 補足 

先行統合 

 

・中学校を先行して統合してよいか。 

 

＜理由＞ 

・令和 14 年度に幼少中高一貫的統合校を開校予定

としているが、専門教科の教員不足や部活動の維

持、集団規模の確保が困難になるなど、教育環境の

維持に喫緊の課題が生じているため。 

 

統合先 

 

・先行統合先は稲取中学校でよいか。 

 

＜理由＞ 

・幼少中高一貫的統合校の候補地が現熱川中学校

の敷地となっており、令和 11 年度から工事着手を

予定している。 

・先行統合先が稲取中学校であれば、仮設校舎の準

備や大きな改修の必要はなく、予定通り令和 14 年

度の幼少中高一貫的統合校開校に向けて準備がで

きる。 

 

課題の分類 

 

・「 当委員会」と次年度開催予定の「 統合準備会」で

議論する課題を分類する。 

・当委員会では事前統合の有無と統合先決定判断

に重要な影響を与える課題のみ議論する。 

 

保護者との意見交換会

準備 

・保護者意見交換会で説明すべき方向性、方針等の

整理と準備を行う。 

 

＜補足＞ 

・今後の判断材料として、保護者との意見交換会を

秋頃予定している。 

・意見を聞くだけでなく、大きな方向性等は説明で

きるように準備する。 
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番号 項目名 Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ Ｒ１４

1 基本構想・基本計画 ■■ ■■

2 設計業者選定（プロポ） ■■

3 解体・概略・詳細設計 解体 概略設計 詳細設計

4 工事（解体含む） 解体 工事 工事

5 進入道路実施設計 ■■

6 土地購入 ■■

7 進入道路工事 ■■ ■■■■

8 統合準備会 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

9 開校 ★ 開校

番号 項目名 Ｒ１０ Ｒ１１

1 学校教育環境整備委員会

2 統合準備会 ■■■■

3 開校 ★ 開校

■■■■

幼小中高一貫的統合校 施設整備スケジュール

町立中学校統合スケジュール

※上記スケジュールは一般的なものであり、今後基本計画で確定します。

※解体は必須ではなく、民間のアイデアを取り入れたリノベーションも検討します。

Ｒ９Ｒ８

■■■■

Ｒ８

■■■■

Ｒ９
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これまでの学校統合・答申内容について 

 

１ これまでの学校統合実績 

町内の人口減少と少子化に伴い、これまでに以下の統合が実施されています。 

• 平成 30 年（2018 年）４月： 大川小学校と熱川小学校が統合し、新しく

熱川小学校としてスタートしました。同時に、大川幼稚園と熱川幼稚園も

統合し、熱川幼稚園となりました。 

• 令和 5年（2023 年）４月： 稲取幼稚園と熱川幼稚園が統合し、ひがしい

ず幼稚園になりました。 

 

２ これまでの答申内容の変遷 

学校教育環境整備に関する検討は、社会情勢の変化（特に少子化の加速）に合わ

せて、大きく 3つの段階を経て進化してきました。 

（１）適正化の基本的な考え方（2017 年） 

• 答申日： 平成 29 年３月 24 日 

• 主な内容：  

o 未来を見据え、地域一体となった教育を目指し再編を進めるべき

とされました。 

o 具体的な方策として、  中学校を統合し、幼稚園・小学校は現状維

持」、または 熱川・稲取の両地区にそれぞれ施設一体型の小中一

貫校を整備する」という方向性が示されました。 

（2）町内１校の小中一貫校化へ（2022 年） 

• 答申日： 令和４年 12月 15 日 

• 背景： 新型コロナの影響等で少子化が想定より約 10 年加速したため、

従来の２校案が見直されました。 

• 主な内容：  

o 町立の小中学校４校を統合し、町内１校の 小中一貫校」とするこ

とが望ましいとの結論に至りました。 

o 候補地については、敷地面積、幼稚園・図書館との連携、通学距離

等を考慮し、現在の熱川小学校または熱川中学校が適切であると

示されました。 

（3）幼小中高の一貫的教育（2024 年） 

• 答申日： 令和６年７月 31 日 

• 背景： 県立稲取高校の存続が危ぶまれる状況を受け、町立学校と高校の

整備を一体的に捉える構想へと発展しました。 
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• 主な内容：  

o 幼稚園から高校までの 15 年間を見通した、全国的にも稀少な 幼

小中高一貫的教育」を推進すべきとされました。 

o 整備手法は、町立幼小中と県立稲取高校が同一敷地内で施設の複

合化・共有化を図る形態です。 

o 場所は、敷地の状況、通学環境、アクセス道路の整備可能性などを

総合的に判断し、 現在の熱川中学校」が望ましいとされました。 

 

３ 令和８年度の具体的な策定・準備業務 

• 幼小中高一貫的統合校関係 

o 基本構想・基本計画の策定着手 ： 新しい学校が目指す教育ビジョ

ン、施設規模・機能、通学方法、概算事業費、および設計業者選定

における条件整理などを本格的に開始します。 

o 進入道路詳細設計への着手： 令和８年度中に詳細設計を完了させ、

令和９年度前半に土地購入、令和 10 年度末までに進入道路を完成

させる予定です。 

• 中学校統合関係 

o 学校環境整備委員会（中学統合）の発足： 令和８年度に中学校統

合場所の決定、令和９～10 年度に統合準備会の発足を想定して準

備を進めています。 
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令和６年７月 31 日 
東伊豆町教育長 横 山 尋 司 様  

東伊豆町学校教育環境整備委員会 

会 長  石 井 晴 彦  

 

東伊豆町学校教育環境整備に関する答申 

 令和５年 10月 24日付け東伊教第 1063号により諮問された事項について、当委員会で

は、計 10 回の委員会会議を開催し審議を行った。その結果を下記のとおり答申する。 

記 

１ 諮問事項  

  東伊豆町における新しい教育の在り方について 

(１) 町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育の考え方について 

(２) 町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育の具体的方策について 

２ 答 申  

  東伊豆町の町立幼稚園・小中学校と県立稲取高校の現状と課題、一貫性ある教育の在

り方について検討を行った結果、当町の学校教育環境整備は、次のように考え、進めて

いくことが望ましいとの結論に至った。 

＊諮問事項（１）幼小中高の一貫性ある教育の考え方について 

〇園児・児童・生徒の減少が進む町立幼稚園・小中学校と県立稲取高校が、連携・

交流を更に深め、幅広い年齢集団の中で多様性に富んだ子供達の関わり合いを重

視した教育を進めることは、子供の確かな学力、豊かな感性、健やかな心身の調

和のとれた育成のもと、心豊かな人づくりを目指す東伊豆町の教育の方向として

望ましい。 

〇情報化やグローバル化の進展など変化する社会に柔軟に対応するため、町内に

おける幼稚園から高校までの教育に一貫性を持たせ、効率的・効果的に教育の集

中化を図ることにより新しい時代の教育環境を充実させたい。 

〇幼稚園から高校まで一貫性ある教育を通して、これまで以上に計画的・継続的

に地域と密着した教育活動を展開し、町の自然や歴史・文化・産業の理解を深め、

ふるさとに愛着と誇りを持つ子を育てたい。 

＊諮問事項（２）幼小中高の一貫性ある教育の具体的方策について 

○教育連携強化をより確かなものとするため、町立幼稚園・小中学校と県立稲取

高校は、同一敷地内において施設の複合化・共有化を図り、幼小中高の一貫性あ

る教育を進めることが望ましい。園児・児童・生徒・教職員・地域の関わり合い

を最大限に生かし、校種間の垣根を越えて、探究学習・外国語教育・キャリア教

育など 15 年間を見通した特色ある教育を行うことで教育の充実を図りたい。 

〇幼小中高一貫性ある教育を行う場所は、敷地の状況や位置と通学環境等を総合

的に勘案し、現在の熱川中学校とすることが望ましい。 

〇町と県が共同で教育環境を整備することで、先進的な ICT 環境とより充実した

設備の導入や、町民も利用できる多目的で利用度の高い施設整備を進めたい。 
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３ 答申に当たって  

近年の東伊豆町における学校教育環境整備については、平成 28 年、令和３年の学校

教育環境整備委員会の答申を受け、大川小学校と熱川小学校、大川幼稚園と熱川幼稚園

の統合、稲取幼稚園と熱川幼稚園の統合を行っている。さらに、令和４年学校教育環境

整備委員会では、今後の教育環境整備の方向は、熱川地区に小中一貫校設置が望ましい

との答申が出された。 

同時期に、県教育委員会において小規模化が進む県立高等学校の在り方が見直される

こととなり、当町にとって重要な学校である稲取高校の存続が危ぶまれる状況となった。 

東伊豆町では、これまで検討してきた町立学校教育施設の環境整備と県立稲取高校の

存続を一体的に考えていくことが町全体の教育充実につながると判断し、町として「幼

小中高一貫性ある教育」の考え方を構想するに至った。これまでに、町民への説明と静

岡県教育委員会に対して提案を行ってきている。 

このような状況を踏まえ、本委員会では、町が提案している幼小中高一貫性ある教育

についての検討を行った。町立幼小中と県立高校という設置者が異なる教育施設の難し

さがある中で、一貫性ある教育環境の在り方について協議を進めてきた。 

本答申書では、諮問事項を受けての検討結果として、諮問に対する基本的考え方と具

体的方策をまず述べる。さらに、答申に至った検討の概要について、町立幼稚園・小中

学校、県立稲取高校の現状と課題から順に記述する。 

本答申により、東伊豆町幼小中の子供達と稲取高校の生徒のための教育環境整備が更

に進展し、未来に向けた町の教育が充実していくことを切に望むものである。 

 

（１）町立幼稚園・小中学校、県立稲取高校の現状と課題 

  ① 町立幼稚園・小中学校園児児童生徒数の推移 

町立幼稚園・小中学校の園児児童生徒数は、昭和 30 年代をピークに、徐々に減

少している。平成に入り、町全体の園児児童生徒数が 2,000 人以下となり、平成

26 年度には 1,000 人を下回った。令和 6 年度は幼稚園・小中学校の園児児童生徒

数の合計が 492 人となっている（表１）。 

表１ 町立幼稚園・小中学校園児児童生徒数推移（昭和 59 年度以降） 
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  ② 稲取高等学校入学者数の推移 

賀茂地域県立高等学校４校の入学者数は減少傾向が続き、平成 26 年度に 500

人を下回り、令和 6 年度には 279 人となっている。 

稲取高校については、平成 29 年度までは 100 人以上であったが、平成 30 年度

には学級減となり、令和 6 年度は 81 人となった（表２）。 

表２ 県立高校入学生徒数推移（平成 26 年度以降） 

 

 

  ③ 東伊豆町の出生児数推移と児童生徒数の予測 

今後の児童生徒数を推計する基となる町の出生児数は、平成 20 年頃は 60 人程

度で推移していたが、平成 29 年に 30 人台に減少し、コロナ感染症が流行した令

和３年以降は約 20 人と急激に減少している（図１）。 

 

図１ 東伊豆町出生児数（3月 31日現在の０歳児人数） 

 

出生児数の減少から今後の町の幼稚園・小中学生年代人数を推計すると、令和

５年度の 599 人から、10 年後の令和 15 年には 250 人程度、20 年後の令和 25 年

には 150 人を下回ることが予測される（表３）。 

表３ 今後の東伊豆町幼稚園、小中学生年代人数推計 
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④ 幼稚園・小中学校、稲取高校の施設の状況 

ひがしいず幼稚園は平成 20 年に建設された鉄骨構造平屋建施設である。町内

教育施設としては比較的新しく築 16 年の建物であり、敷地面積は 3,752 ㎡となっ

ている（表４）。熱川小学校・町立図書館と隣接しており、連携を進めている。園

庭の砂ぼこり改善のため、本年度芝生化工事が行われた。 

稲取小学校は昭和 45 年に建設された、築 54 年の鉄筋コンクリート４階建施設

である（表４）。敷地面積は 14,417 ㎡とやや狭いが、小運動場と大運動場がある。

県道に接し、国道にも近いが、駐車場は狭く周囲に駐車できる場所もないため、

統合で必要と考えられる通学バスの駐停車場所の確保は難しい。 

熱川小学校は昭和 49 年に建設された築 50 年の鉄筋コンクリート３階・4 階建

施設である。敷地面積は 24,546 ㎡と町立学校の中では一番広い（表４）。運動場

の幅が狭く、陸上トラックを広くとることができない。町立図書館と町立幼稚園

が隣接しており、児童が学習や行事での連携・交流を進めている。国道からはや

や離れているが、町内全体から見ると中間的な場所に位置している（図２）。 

稲取中学校は昭和 30 年に建設された築 69 年の鉄筋コンクリート４階建施設で

ある。敷地面積は 14,371 ㎡とやや狭い（表４）。国道に接しているが、進入路が

狭く、見通しも悪いため学校への車両の出入りが不便である。また、校地内の駐

車場スペースはほとんどなく、通学バスの運行には進入路と停車場所に大きな課

題がある。 

熱川中学校は昭和 38 年に建設された築 61 年の鉄筋コンクリート３階建施設で

ある。敷地面積は 23,339 ㎡と町立学校では２番目に広い（表４）。運動場面積は

一番広く部活動や行事などで使いやすい。校舎裏が林地のため、校地を拡張でき

る余地がある。国道からは離れているが、町内全体から見ると中間的な場所に位

置している（図２）。 

稲取高校は、稲取地区の見晴らしの良い高台に位置する、昭和 42 年に建設され

た、築 57 年の鉄筋コンクリート４階建施設である。敷地面積は、46,715 ㎡と町

立施設と比べて広い（表４）。校地全体は平地ではなく、校舎と運動場部分は高低

差がある。国道が近いため、車でのアクセスは良い（図２）。伊豆稲取駅からの通

学は路線バス利用が主な手段である。 

小中学校、稲取高校ともに築年数が耐用年数とされる 70 年に近づいてきており、

今後の建替え等施設維持が大きな課題である。 

表４ 町立小中学校施設概要 
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図２ 東伊豆町立幼稚園・小中学校、県立稲取高校の位置 

 

⑤ 幼稚園・小中学校、稲取高校の課題 

町立幼稚園は、園児数の減少が進んだことへの対応と幼稚園教育の充実を図る

ために、令和５年４月に稲取幼稚園と熱川幼稚園が統合し、ひがしいず幼稚園と

なった。新たな園体制で活動の充実に努めているが、今後更に園児数が減少して

いくことが予測され、園教育での関わり合い活動が十分にできなくなる可能性が

ある。また、卒園した子供達が熱川小と稲取小に分かれてしまうことが課題とし

てあげられている。 

町立小中学校では、児童生徒数が減少して単学級の学年が増える中でも、学習

や行事において校内での異学年交流を行い、子供達の関わり合いの場を増やして

教育の充実に努めてきた。しかし、町の児童生徒数の減少は加速しており、今後

の学校・学級規模を考えると、児童生徒の関わり合いが十分確保できない状況が

予想される。現在の小学校２校、中学校２校の学校配置による教育環境は改善す

べきであり、令和４年学校教育環境整備委員会では小中一貫校を町で１校設置す

ることが望ましいとの答申であった*1。 

県立稲取高校では、現在学年２学級の定員で 70 人前後の入学者となっているが、

賀茂地域での中学卒業者数は年々減少が進むため、将来的に更なる定員減と入学

者減が予想される。本年示された県教育委員会の賀茂地区県立高校のグランドデ

ザインでは、賀茂地域４高校が連携した下田高校を本校とするキャンパス制への

移行や、専門性を持つ教員による指導が受けられる配信センターを利用したオン

ライン授業を実施する方向を示している*2。 
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教職員の状況においても、園児児童生徒数の減少により学級数が少なくなった

ことで配置される教職員数が減っており、幼稚園・小学校では、個々の教員が担

当する業務の負担が倍増している。また、中学校では、教科担当の教員が不足し、

専門の免許を持たない教科の授業を担当せざるを得ない状況が続いている。 

 

（２）幼小中高一貫性ある教育について 

① 国の教育の方向 

国の教育においては、平成 10 年の学校教育法改正で、計画的・継続的な教育課

程を展開することにより生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的として中学校と

高等学校の６年間の中高一貫教育を行うことができる「中等教育学校」「併設型の

中学校・高等学校」「連携型の中学校・高等学校」が制度化された。令和５年度の

調査では、全国で公立の中高一貫教育校は 219 校となっている*3。 

また、平成 27 年には、既存の小学校、中学校に加え、小学校から中学校までの

義務教育９年間を一貫して行う「義務教育学校」が新たな学校の種類として規定

された。令和５年度の全国の義務教育学校数は 201 校である*3。義務教育学校で

はないが、９年間の教育課程を編成・実施する小中一貫教育を実施している公立

学校の数は、令和５年度で 938 校と報告されている*3。 

さらに文部科学省は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の相互教育連

携についても多くの調査資料と実践事例を紹介し、異校種間の教育連携とスムー

ズな接続を推進している。 

「教育連携」「一貫教育」は、新しい時代の学びを実現する教育の重要な方向で

あるといえる。 

 

② 全国の一貫教育事例 

長崎県五島列島の宇久・奈留・小値賀地区では、過疎化・少子化に伴い、教育

水準の維持向上と学校相互の活性化を図るため、平成 20 年度から「小中高一貫教

育」に取り組んでいる。長崎県教育委員会の研究報告書では、合同の学校行事や

部活動の合同練習などの異年齢集団による交流や、郷土学習における地域社会の

方々との触れ合いなどによって子供達の人間性や社会性を育むことができたこと

や、小・中・高の教職員が校種の垣根を越えて連携し、12 年間を見通した教育課

程や相互乗り入れ授業、一貫した生活・生徒指導や進路指導を行うことが効果的

であり、成果がみられたと報告されている。また、課題として、行事調整の打合

せ時間の確保が必要であることや、リーダーシップ育成に関して中学生や小学６

年生の活躍の場を工夫する必要があるとしている*4。 

兵庫県宍粟市立ちくさ杉の子こども園、千種小学校、千種中学校、兵庫県立千

種高等学校では、町ぐるみで「千種町園小中高連携一貫教育」に取り組んでいる。

ふれあい運動会、園小中高合同ふれあい文化祭、小中高合同田植え、合同マラソ

ン大会などの合同行事や交流授業・出前授業を通して連携・交流を深めている。

宍粟市教育委員会の研究報告書では、「大きな子は小さな子の世話を自然とできる

ようになり、自分の育ってきた過程を顧みることになる。小さな子は大きな子を

尊敬の目で見ることができ、自分の近い将来の姿を投影している。異校種間交流
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*7 

により、スムーズな接続を図ることができた。」と成果が述べられている*5。 

大阪府能勢町では、「能勢の宝である子どもたちを学校・家庭・地域・行政が一

体となって育てよう」を理念に、町立能勢ささゆり学園（義務教育学校）と大阪

府立豊中高等学校能勢分校で「能勢地域小中高一貫教育」に取り組んでいる。高

校の農場見学、英語交流、クラブ交流、進路説明会、児童会・生徒会サミットな

どを通して児童生徒の交流を行っている。また、小中高教職員による各教科や総

合的な学習・探究の時間、キャリア教育について 12 年間を見通した指導計画の作

成、指導法の研究と研究授業を推進している。一貫教育で年齢の異なる児童生徒

が交流、学び合うことにより、自尊感情や協調性、学習意欲などに良い影響があ

ると報告されている*6。 

 

③ 町立幼稚園・小中学校と県立稲取高校の一貫性ある教育について 

東伊豆町の教育基本方針で目指す「確かな学力、ゆたかな感性、健やかな心身」、

静岡県の県立高等学校の在り方基本方針に示される「自らの個性に応じて能力を

磨き、自分や他人を大切にする心を持って、社会や人のために行動する『才』と

『徳』を兼ね備えた『才徳兼備』の有徳の人」*8 を育むためには、園児児童生徒

が多様な考え方を持つ集団の中で切磋琢磨し、主体的に活動と学習に取り組み、

協働的に高め合い、思いやる心や社会性を培う教育環境が重要であると考える。 

そのために、東伊豆町の幼稚園、小中学校、高等学校における教育は、人数が

減少している園児児童生徒の関わり合いを町全体で最大限に生かし、子供達のた

めのより良い環境とするため、町立幼稚園・小中学校と県立稲取高校の教育連携

強化と施設の複合化・共有化を図り、幼小中高一貫性ある教育を進めることが望

ましい。東伊豆町として、幼稚園から高校までの 15 年間を見通した特色ある教育

を行うとともに、町と県の教育資源を集中させることで教育環境の充実を図りた

い。 

東伊豆町の提案している幼小中高一貫性ある教育は、内部進学ができる一貫校

とは違い、それぞれの園・学校の独自性を持ちながら、子供達の交流と教育連携

を中心とした教育の一貫性を持たせるものである。幼小中高一貫性ある教育環境

とすることで、幅広い年代での教育交流活動が可能となる。高校生・中学生は、

小学生・幼稚園児の世話をして教えることで自らの学びを深め、園児・小学生は、

中高生の教えてくれたり活躍したりする姿に触れることによって学びの道筋や目

指す姿を明確にしていくことができる。幼稚園児から高校生までの交流が日常的

に行える幼小中高一貫性ある教育は、東伊豆町のこれからの教育の在り方として

望ましいと考える。 

幼小中高一貫性ある教育を進めるに当たっては、これまで以上に、東伊豆町の

歴史や文化を学び、自然に触れる学習活動や、町の特色である農業・漁業・観光

などを体験する学習に計画的・継続的に取り組み、ふるさとに愛着と誇りを持つ

子を育てたい。多くの地域の人と交流することで、将来の生き方につながる学び

の充実が期待できる。 

 

 

14



 

 

 

④ 町立幼稚園・小中学校と県立稲取高校の一貫性ある教育の具体的方策について 

一貫性ある教育では、教育連携と子供達の異校種間の交流を最も重視したい。

施設の在り方としては、連携と交流に取り組みやすいよう、同一敷地内に施設の

複合化・共有化をすることが望ましい。そのためには、現在の小中学校と稲取高

校のいずれかを設置場所とすることが現実的である。 

各施設の現状と立地状況等を検討した結果、敷地面積・運動場面積が比較的広

く、校地が平坦であり通学バス進入路等の整備可能な周辺地があることや、通学

に関係する伊豆急行線各駅の周辺状況、町立図書館との連携のしやすさ、町内各

所からの通学距離等を総合的に勘案し、熱川中学校を活用することが望ましいと

考える。 

一貫性ある教育を行うための望ましい施設設備については、幼稚園から高校ま

での幅広い発達段階の子供達が活動・学習することを考え、小さな子が元気に声

を出して活動でき、なおかつ高校生・中学生が静かな環境で学習に集中できるよ

うな校舎・教室の設備や配置を工夫したい。 

町の未来につながる幼小中高一貫性ある教育を契機として、町と県が共同で教

育環境を整備することで、ICT の活用や多様な学習活動に柔軟に対応できる先進

的な設備の充実を図り、情報活用やネットワーク利用を進め、他の地域、世界と

のつながりを広げることが重要だと考える。 

また、多様な学びの交流ができ、地域の人ともコミュニケーションがもてるな

ど、目的によって柔軟に対応できる教室や多目的スペース、園児児童生徒の多様

化に配慮した空間整備、災害時に教育が継続できる計画的な学校施設も重要であ

る。 

具体的には、主体的に学んだり、興味を持ったことを探究的、協働的に学習し

たりするため、 

・１人１台端末環境等に対応したゆとりある教室 

・情報を蓄え、知見を広げるための学習・情報センター 

・映像を表示する壁面やステージなどを設けた発表・表現の場 

・オンライン学習にも対応できる専用教室 

    などの施設環境を整備したい。 

このような施設設備を活用して、幼稚園から高校まで一貫性ある探究的な学習

や外国語教育、キャリア教育の充実を図るなど、専門性を高めた授業を行う教育

課程を 15 年間見通して取り組めるようにしたい。幼稚園から高校までの一貫性あ

る教育を進めることで、町の教育の特色をより明確にすることが期待できる。 

併せて、将来の町づくりを見据えて、町民も利用できる多目的で利用度の高い

複合的な施設整備を進めたい。 

 

４ 付帯意見 

幼小中高の一貫性ある教育の早期実現が望ましいが、実現までに長い期間がかかる

ようであれば、先に幼小中の一貫性ある教育環境を整備し、その後、稲取高校との施

設複合化・共有化を進めることも検討する必要がある。 
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５ 学校教育環境整備委員会の概要と開催状況 

 

名   称 東伊豆町学校教育環境整備委員会 

目   的 
未来を担う子供達のために、東伊豆町の教育環境の在り方について検討し、町全体

としての方向性を示す答申を行い、東伊豆町の教育環境の改善に寄与すること。 

諮 問 事 項 
・町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育の考え方について 

・町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育の具体的方策について 

委   員 

認定こども園・幼稚園・小学校・中学校・稲取高校の保護者代表各１名、幼稚園長

１名、小中学校長代表２名、稲取高校校長１名、区長会代表（地域住民代表）２名、

学識経験者４名 合計 17 名 

 

回 数 開 催 日 主な検討事項 

第１回 令和 5 年 10 月 24 日 
・東伊豆町における新しい教育の在り方について 

・教育環境整備の検討経過と今後の課題 

第２回 令和 5 年 11 月 29 日 
・東伊豆町における新しい教育の在り方について 

・全国教育事例、教育連携に関する国の法律 

第３回 令和 6 年 1 月 24 日 
・東伊豆町における新しい教育の在り方について 

・全国教育事例、国が進める教育 

第４回 令和 6 年 2 月 20 日 
・東伊豆町における新しい教育の在り方について 

・育てたい子供像、望ましい一貫性の教育（グループワーク） 

第５回 令和 6 年 3 月 27 日 
・東伊豆町における新しい教育の在り方について 

・一貫性ある教育の望ましい場所（グループワーク） 

第６回 令和 6 年 4 月 23 日 
・町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育

の考え方について 

第７回 令和 6 年 5 月 22 日 
・町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育

の具体的方策について 

第８回 令和 6 年 6 月 19 日 
・町立幼稚園・小学校・中学校と県立高校の一貫性ある教育

の具体的方策について 

第９回 令和 6 年 7 月 10 日 ・答申案の検討 

第 10 回 令和 6 年 7 月 24 日 ・答申書の検討と決定 

― 令和 6 年 7 月 31 日 ◎東伊豆町教育委員会に対する答申 

 

６ 参考資料 

*1 東伊豆町学校教育環境整備委員会「東伊豆町小・中学校教育環境整備に関する答申」，令和４年 12 月 

*2 静岡県教育委員会「静岡県立高等学校の在り方に係るグランドデザイン（賀茂地区）」，令和６年３月 

*3 文部科学省「令和５年度学校基本調査」，2023 

*4 長崎県教育委員会「宇久地区・奈留地区・小値賀地区 長崎県小中高一貫教育調査研究報告書（10 年

間のまとめ）」，平成 30 年２月 

*5 宍粟市教育委員会「首長部局等との協働による新たな学校モデルの構築事業（概要版）」，平成 27 年度 

*6 能勢町教育委員会「首長部局等との協働による新たな学校モデルの構築事業（概要版）」，平成 27 年度 

*7 東伊豆町教育委員会「令和５年度東伊豆町の教育」，令和５年 

*8 静岡県教育委員会「静岡県立高等学校の在り方に関する基本方針」，平成 30 年３月 
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R8 児童・生徒数推計 (単位：人）

学年 稲取小 熱川小 合計 統合した時の学級数

1 18 19 37 2

2 20 13 33 1

3 16 20 36 2

4 14 20 34 1

5 26 29 55 2

6 30 25 55 2

124（2）〈1〉 126（3）〈1〉 250（5）〈2〉 10

(単位：人）

学年 稲取中 熱川中 合計 統合した時の学級数

1 31 22 53 2

2 26 27 53 2

3 37 18 55 2

94〈2〉 67（2）〈1〉 161（1）〈2〉 6

※学級数：特別支援学級は除く

※括弧書きの人数は合計の内数：（知的）〈情緒〉

R11 児童・生徒数推計 (単位：人）

学年 稲取小 熱川小 合計 統合した時の学級数

1 10 10 20 1

2 11 12 23 1

3 9 9 18 1

4 18 19 37 2

5 20 13 33 1

6 16 20 36 2

84（2）〈1〉 83（3）〈1〉 167（5）〈2〉 8

(単位：人）

学年 稲取中 熱川中 合計 統合した時の学級数

1 18 13 31 1

2 26 20 46 2

3 29 21 50 2

73（1） 54（1）〈1〉 127（1）〈2〉 5

※学級数：特別支援学級は除く

※括弧書きの人数は合計の内数：（知的）〈情緒〉

R14 児童・生徒数推計 (単位：人）

学年 稲取小 熱川小 合計 統合した時の学級数

1 6 6 12 1

2 13 12 25 1

3 9 10 19 1

4 10 10 20 1

5 11 12 23 1

6 9 9 18 1

58（2）〈1〉 59（3）〈1〉 117（5）〈2〉 6

(単位：人）

学年 稲取中 熱川中 合計 統合した時の学級数

1 22 16 38 2

2 19 13 32 1

3 18 14 32 1

59（2） 43（2） 102（4） 4

※学級数：特別支援学級は除く

※括弧書きの人数は合計の内数：（知的）〈情緒〉
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町立学校 校舎等概要 

  熱川小学校 稲取小学校 熱川中学校 稲取中学校 

敷地面積 24,546 ㎡ 14,417 ㎡ 23,339 ㎡ 14,371 ㎡ 

校 舎 

S49 年（築 52 年） 

H23 大規模改修 

S45 年（築 56 年） 

H23 大規模改修 

S38 年（築 63 年） 

H23 大規模改修 

S30 年（築 71 年） 

H23 大規模改修 

校舎構造 

鉄筋コンクリート 

3 階建 

鉄筋コンクリート 

4 階建 

鉄筋コンクリート 

3 階建 

鉄筋コンクリート 

4 階建 

校舎面積 4,818 ㎡ 4,761 ㎡ 3,532 ㎡ 4,008 ㎡ 

体育館 

S52 年 3 月（築 49 年） 

1,500 ㎡ 

S51 年 3 月（築 50 年） 

2,106 ㎡ 2 階建 

H12 年 2 月（築 26 年） 

1,784 ㎡ 

H10 年 2 月（築 28 年） 

1,870 ㎡ 

運動場 11,079 ㎡ 10,123 ㎡ 15,792 ㎡ 8,946 ㎡ 
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中学校　部活　一覧　（Ｒ８） 　 令和８年５月調査

稲取中学校 （単位：人）

１年 ２年 ３年 計 1.２年計

男子バスケ 0 0 0 0 0

女子バスケ 5 0 3 8 5

男子バレー 3 8 3 14 11

女子バレー 0 2 4 6 2

男子テニス 0 0 0 0 0

女子テニス 7 5 3 15 12

男子卓球 9 0 4 13 9

吹奏楽 0 0 6 6 0

24 15 23 62 39

※ 外部団体所属  陸上（2名）、新体操（1名）、剣道（0名）、柔道（0名）

部活・クラブ　兼部　陸上（1名）剣道（1名）柔道（0名）　

柔道・剣道は中体連と同じ日のため、参加なし

熱川中学校 （単位：人）

１年 ２年 ３年 計 1.２年計

男子バレー 3 3 3 9 6

女子バレー 4 3 4 11 7

男子テニス 6 12 3 21 18

女子テニス 3 5 1 9 8

男子卓球 0 0 0 0 0

女子卓球 0 3 5 8 3

16 26 16 58 42

※ 外部団体所属  　水泳（１名）、新体操（１名）、ボクシング（１名）、ダンス（１名）

部活・クラブ　兼部　バレー（１名）、サッカー（２名）、新体操（２名）、ダンス（１名）
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中学校　合計 （単位：人）

１年 ２年 ３年 計 1.２年計

男子バスケ 0 0 0 0 0

女子バスケ 5 0 3 8 5

男子バレー 6 11 6 23 17

女子バレー 4 5 8 17 9

男子テニス 6 12 3 21 18

女子テニス 10 10 4 24 20

男子卓球 9 0 4 13 9

女子卓球 0 3 5 8 3

吹奏楽 0 0 6 6 0

40 41 39 120 81
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徒歩

出発地 目的地 時間（分） 距離（km）

アイワ電気 大川駅 10 0.70
旧大川小 8 0.50
大川海岸 8 0.40
北川海岸 北川駅 8 0.41
熱川ビーチ 熱川駅 8 0.50
JA熱川支店 12 0.95
図書館 16 1.30
大政建設 25 1.90
熱中 22 1.60
水神社 20 1.60
けやき公園 27 2.20
片菅神社 片瀬白田駅 12 0.90
福松荘 10 0.70
白田漁港 4 0.30
熱川温泉病院 12 0.95
湯ヶ岡公民館 19 1.50
湯ヶ岡の郷 27 2.10
稲取駅 稲取中学校 13 0.70

小学校前（稲取小前バス停） 8 0.50

電車

出発地 目的地 時間（分）

大川駅 稲取駅 15
北川駅 13
熱川駅 8
片瀬白田駅 5

バス

出発地 目的地 時間（分）

大川公民館 稲取小学校前 33
北川 28
奈良本 20
片瀬 14
白田海岸 12

通学時間と距離
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